
▼
10
月
１
日
か
ら
小
児
マ
ル
福
制

　
度
の
外
来
の
対
象
範
囲
を
18
歳

　
ま
で
拡
大
し
ま
す
。
助
成
を
受

　
け
る
に
は
「
医
療
福
祉
費
受
給

　
者
証
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

　
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

　
書
は
対
象
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

　
す
で
に
【
入
院
の
み
】
の
受
給

　
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
申
請
不

　
要
で
す
。
８
月
末
ま
で
に
申
請

　
さ
れ
た
方
に
は
、
９
月
末
ま
で

　
に
「
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
」

　
を
郵
送
し
ま
す
。

問
1
保
険
年
金
課
℡
23‐７
３
１
８

▼
不
妊
症
に
つ
い
て
、
助
産
師
や

　
不
妊
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
共
に
妊

　
活
ス
ト
レ
ッ
チ
や
ミ
ニ
講
話
を

　
交
え
な
が
ら
、
疑
問
や
悩
ん
で

　
い
る
こ
と
、
聞
い
て
み
た
い
こ

　
と
な
ど
、
み
ん
な
で
一
緒
に
お

　
話
し
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
／
９
月
１
日
日

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

会
場
／
茨
城
県
三
の
丸
庁
舎

申
込
方
法
／
８
月
26
日
月
ま
で
に

　
電
話
で
申
し
込
み

問
茨
城
県
産
婦
人
科
医
会

　
℡
０
２
９‐
２
４
１‐
１
１
３
０

▼
茨
城
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　
（
共
催　

茨
城
司
法
書
士
会
）

　
と
全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　
で
は
、
養
育
費
に
関
す
る
無
料

　
電
話
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
／
９
月
７
日
土

　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
℡
０
１
２
０
‐
５
６
７
‐
３
０
１

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
相
談
料
は
無
料
。
秘
密
厳
守
。

問
茨
城
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　
℡
０
２
９‐
２
９
１‐７
８
５
６

▼
八
郷
地
区
の
人
を
対
象
に
食
用

　
廃
油
の
回
収
を
実
施
し
ま
す
。 

　
職
員
が
自
宅
ま
で
伺
い
ま
す
の

　
で
、
希
望
す
る
人
は
ご
連
絡
く

　
だ
さ
い
。 

回
収
日
／

①
８
月
20
日
火　
柿
岡
・
小
幡
・　
　

　
葦
穂
・
恋
瀬
地
区 

②
８
月
21
日
水　
瓦
会
・
園
部
・　
　

　
林
・
小
桜
地
区 

申
込
方
法
／
回
収
日
前
日
ま
で
に

　
電
話
で
申
し
込
み

　
・
問 

2
支
所
総
務
課

　
（
内
線
１
３
３
５
）

情報ネットワークテレホンサービス（緊急診療をお知らせ）℡ 0800 － 800 － 7766

問 1 石岡市役所本庁舎　2 八郷総合支所 ℡ 43–1111（代表）　　　※料金の記載のないものは無料。

防災行政無線 無料テレフォンサービス　℡ 0120-99-6907（通話料無料）

児童扶養手当の現況届を
提出しましょう
▶児童扶養手当は、ひとり親家庭を対象
に支給される手当です。提出がない場合、
８月以降の手当は支給されませんので、
ご注意ください。なお、該当者には８月
上旬に通知書を郵送します。

期間／８月５日月～９日金
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※水曜日は午後７時まで。
提出場所／こども福祉課（本庁）
　　　　　市民窓口課（支所） 
提出書類
①児童扶養手当現況届
②養育費に関する申告書
③受給資格確認票 
※その他必要に応じて、提出書類があ
ります。
手当の支給額（月額） 
児童１人 
　全部支給　42,910 円
　一部支給　42,900 円～ 10,120 円 
児童２人目の加算額 
　全部支給　10,140 円 
　一部支給　10,130 円～ 5,070 円 
児童３人目以降の加算額 
　　　　　　　　（１人につき） 
　全部支給　6,080 円 
　一部支給　6,070 円～ 3,040 円 

問 1 こども福祉課　℡ 23-7331

食
用
油
の

　
　
回
収
を
実
施

おしらせ

養
育
費
相
談
会

相　談

「
妊
活
会
」

　
　
　
開
催

おしらせ

広報いしおか８月１日号　№３３２　　１６　　　　　　　

申

小
児
マ
ル
福
外
来

　
18
歳
ま
で
拡
大

おしらせ

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄



▼
介
護
保
険
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

　
用
額
の
１
～
３
割
を
利
用
者
が

　
負
担
し
ま
す
。

　
残
り
の
７
～
９
割
の
う
ち
23
％

　
相
当
分
を
65
歳
以
上
の
人
の
保

　
険
料
で
賄
っ
て
い
ま
す
。
65
歳

　
以
上
の
保
険
料
は
、
前
年
の
所

　
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

年
金
天
引
き
の
人
へ

▼
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

　
き
さ
れ
る
特
別
徴
収
の
人
に
は

　
８
月
上
旬
に
「
介
護
保
険
料
額

　
決
定
通
知
書
兼
特
別
徴
収
変
更

　
開
始
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

年
金
天
引
き
さ
れ
な
い
人
へ

▼
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

　
き
さ
れ
な
い
普
通
徴
収
の
人
に

　
は
８
月
中
旬
に
「
介
護
保
険
料

　
額
決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」

　
を
送
付
し
ま
す
。
各
納
期
限
ま

　
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

普
通
徴
収
の
納
期
と
納
期
限

　
第
３
期 

９
月
２
日
�

　
第
４
期 

10
月
31
日
㊍

　
第
５
期 

12
月
25
日
水

　
第
６
期 

令
和
２
年
３
月
２
日
�

問
1
介
護
保
険
室

　
℡
23-

７
３
２
７

2019 いきいき茨城ゆめ国体 正式競技「バドミントン」
とき　令和元年 9 月 29 日～ 10 月２日　　ところ　石岡運動公園体育館

防災無線の放送内容が聞き取れなかったときには…

日
時
／
８
月
10
日
土

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

会
場
／
つ
く
ば
国
際
会
議
場　

　
　
　
中
会
議
室
２
０
２

　
（
つ
く
ば
市
竹
園
２
‐
20
‐
３
）

テ
ー
マ
／
「
子
ど
も
の
生
き
づ
ら

　
さ
に
耳
を
傾
け
る
︱
自
殺
防
止

　
の
た
め
に
︱
」

講
師
／
諸
富　
祥
彦
氏

　
　
　
（
明
治
大
学
文
学
部
教
授
）

申
込
方
法
／
ネ
ッ
ト
申
込
の
み

https://www.kokuchpro.com/
event/iid20190810/

問
社
会
福
祉
法
人　
茨
城
い
の
ち

　
の
電
話　
事
務
局

　
℡
０
２
９‐８
５
２‐８
５
０
５

「
自
殺
予
防
講
座
」

　
　
　
　
　
開
催

おしらせメールマガジンで

今すぐメルマガに登録を！
　防災情報を発信中

　　　　　　　１７　　広報いしおか８月１日号　№３３２

介
護
保
険
料
が

　
　
　
　
　
決
定

おしらせ

段階 課税状況 所得の基準額 保険料率 年額（円）

1
生活保護または老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税

0.375 25,450

世帯全員が非課税

合計所得金額 ( ※ 1) ＋
年金収入 ( ※ 2)　80 万円以下

2 合計所得金額＋年金収入   80 万円超～ 120 万円以下 0.625 42,410

3 合計所得金額＋年金収入　120 万円超 0.725 49,200

4 本人が非課税
（世帯の誰かは課税）

合計所得金額＋年金収入　80 万円以下　 0.9 61,080

5 合計所得金額＋年金収入　80 万円超 １ 67,870
6

本人課税

合計所得金額　 120 万円未満 1.2 81,440
7 〃 120 万円以上 200 万円未満 1.35 91,620
8 〃 200 万円以上 300 万円未満 1.6 108,590
9 〃 300 万円以上 500 万円未満 1.8 122,160
10 〃 500 万円以上 2.1 142,520

※ 1 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。
※ 2 国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のこと。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含ま
　れません。

◆令和元年度 所得段階別保険料　※第１段階から第３段階の保険料が変わります。 

広 告 掲 載 欄


